
 

平成 25 年 ４月 19日 

各  位 

会 社 名  ア ー ク ラ ン ド サ カ モ ト 株 式 会 社    
代表者名 代表取締役社長（ＣＯＯ）兼管理本部長  坂本 雅俊 

（コード番号  ９８４２  東証第一部）        

問合せ先 取締役管理本部副本部長兼経理部長   栗林 利行 

（ＴＥＬ. ０２５６－３３－６０００）        

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、平成25年４月19日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成25年５

月９日開催予定の第 44 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお

りお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うものであります。 

（２）法令で定める監査役の員数を欠く場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するも

のであります。 

（３）緊急の必要がある場合に備え、取締役及び監査役の全員の同意があるときは招集の手

続を経ることなく取締役会を開催すること、監査役全員の同意があるときは招集の手

続を経ることなく監査役会を開催することができる旨を追加するものであります。 

（４）その他、文言の加除、修正等所要の変更を行うものであります。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

  定款変更のための定時株主総会開催日   平成25年５月９日（予定） 

  定款変更の効力発生日          平成25年５月９日（予定） 

 

以 上 



＜定款変更の内容＞                               （別紙） 
（下線は変更部分であります） 

現行定款 変更案 
（目 的）   

第 ２ 条    当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

１．～１９． （省 略） 

 

２０．旅行の斡旋、損害保険の代理 

 

 

２１．～２２．（省 略） 

 

２３．不動産の売買、賃貸、仲介、管理、

建築工事業及び管工事業 

 

 （新 設） 

 

２４．～２９．（省 略） 

 

       （新 設） 

 

 

 

       （新 設） 

 

 

 

３０．～３３．（省 略） 

（目 的）   

第 ２ 条    当会社は、次の事業を営むことを

目的とする。 

１.～１９. （現行どおり） 

 

２０．旅行の斡旋、損害保険の代理業及

び生命保険募集に関する業務 

 

２１.～２２.（現行どおり） 

 

２３．不動産の売買、賃貸借、仲介、管

理、建築工事業及び管工事業 

 

２４．スポーツ施設、遊技施設の運営 

 

２５.～３０．（現行どおり） 

 

３１．インターネット及び情報端末機器

を利用した情報処理サービス、情

報提供サービス業務 

 

３２．インターネット等のネットワーク

を利用した商品の売買システムの

設計、開発、運用及び保守 

 

３３.～３６．（現行どおり） 

（自己株式の取得） 

第７条  当会社は会社法第１６５条第２項

の規程により、取締役会の決議によ

って市場取引等により自己の株式

を取得することができる。 

（自己株式の取得） 

第７条  当会社は会社法第１６５条第２項

の規定により、取締役会の決議によ

って市場取引等により自己の株式

を取得することができる。 

（株主名簿管理人） 

第１２条   当会社は、株主名簿管理人を置く。

② （省 略） 

③ 当会社の株主名簿及び新株予約権

原簿の作成並びに備置きその他の

株主名簿及び新株予約権原簿に関

する事務は、株主名簿管理人に委託

し、当会社においては取り扱わな

い。 

（株主名簿管理人） 

第１２条   当会社は、株主名簿管理人を置く。

② （現行どおり） 

③ 当会社の株主名簿及び新株予約権

原簿の作成並びに備置きその他の

株主名簿及び新株予約権原簿に関

する事務は、株主名簿管理人に委託

し、当会社においては取扱わない。



（招 集） 

第１３条  当会社の定時株主総会は、毎決算

期の翌日から３か月以内に招集

し、臨時株主総会は必要ある場合

に随時これを招集する。 

 

（招 集） 

第１３条  当会社の定時株主総会は、毎決算

期の翌日から３ヶ月以内に招集

し、臨時株主総会は必要ある場合

に随時これを招集する。 

（招集通知） 

第２４条    当会社の取締役会の招集通知は、

各取締役及び各監査役に対し会

日の３日前までに発するものと

する。ただし、緊急の必要がある

ときは、この期間を短縮すること

ができる。 

（新 設） 

（招集通知） 

第２４条    当会社の取締役会の招集通知は、

各取締役及び各監査役に対し会

日の３日前までに発するものと

する。ただし、緊急の必要がある

ときは、この期間を短縮すること

ができる。 

    ② 取締役及び監査役の全員の同意が

あるときは、招集の手続きを経な

いで取締役会を開催することがで

きる。 
（選任方法） 

第３０条    当会社の監査役は、株主総会にお

いて選任する。 

② 前項の選任決議については、議決

権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過

半数をもって行う。 
       （新 設） 
 
 
 
 
       （新 設） 

（選任方法） 

第３０条    当会社の監査役は、株主総会にお

いて選任する。 

② 前項の選任決議については、議決

権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過

半数をもって行う。 

③ 当会社は、会社法第３２９条第２

項の規定により、法令に定める監

査役の員数を欠くことになる場合

に備え、株主総会において補欠監

査役を選任することができる。 

④ 前項の補欠監査役の選任に係る決

議が効力を有する期間は、当該決

議によって短縮されない限り、当

該決議後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の開始の時までとす

る。 

 
（任 期） 

第３１条    当会社の監査役の任期は、選任後

４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 

（任 期） 

第３１条    当会社の監査役の任期は、選任後

４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株

主総会の終結の時までとする。 



② 任期の満了前に退任した監査役

の補欠として選任された監査役

の任期は、退任した監査役の任期

の満了する時までとする。 

② 任期の満了前に退任した監査役

の補欠として選任された監査役

の任期は、退任した監査役の任期

の満了する時までとする。ただ

し、前条第３項により選任された

補欠監査役が監査役に就任した

場合は、当該補欠監査役としての

選任後４年以内に終了する事業

年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時を超え

ることができないものとする。 

 
（常勤の監査役） 

第３２条    当会社の監査役会は、その決議に

よって常勤の監査役を選定する。

（常勤監査役） 

第３２条    当会社の監査役会は、その決議に

よって常勤監査役を選定する。 

 

（招集通知） 

第３３条    当会社の監査役会の招集通知は、

各監査役に対し会日の３日前ま

でに発するものとする。ただし、

緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 
       （新 設） 

（招集通知） 

第３３条    当会社の監査役会の招集通知は、

各監査役に対し会日の３日前ま

でに発するものとする。ただし、

緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 

② 監査役全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査役会

を開催することができる。 
 

（報酬等） 

第３６条    当会社の監査役の報酬及び退職

慰労金は、株主総会の決議をもっ

て定める。 

 

（報酬等） 

第３６条    当会社の監査役の報酬及び退職

慰労金は、株主総会の決議によっ

て定める。 

 
（剰余金の配当の基準日） 

第３９条    当会社の期末配当の基準日は、毎

年２月２０日とする。 

② 当会社の中間配当の基準日は、毎

年８月２０日とする。 

 

③ 前２項のほか、基準日を定めて剰

余金の配当をすることができる。

 

（剰余金の配当の基準日） 

第３９条    当会社の期末配当の基準日は、毎

年２月２０日とする。 

② 当会社は、毎年８月２０日を基準

日として、取締役会の決議によっ

て中間配当をすることができる。

③ 前２項のほか、基準日を定めて剰

余金の配当をすることができる。

 
以 上 
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